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第２号様式 

会 議 議 事 録 

 

 

１ 会議名 平成 26 年度 第４回長岡市高齢者保健福祉推進会議 

２ 開催日時 
平成 27 年３月 19 日（木曜日） 

午前 10 時 30 分から午前 12 時頃まで 

３ 開催場所 アオーレ長岡 東棟４階 大会議室 

４ 出席者名 （委 員）本田委員長   長谷川剛副委員長 

赤柴委員    磯部委員    今井委員 

加邉委員    鯉江委員    小林和子委員 

小林啓一委員  小林守委員   佐合委員 

関委員     竹内委員    竹日委員 

南雲委員    長谷川和明委員 藤田委員 

堀委員     松田委員    山﨑委員 

米山委員 

（事務局）福祉総務課長ほか関係職員 

介護保険課長ほか関係職員 

長寿はつらつ課長ほか関係職員 

健康課長ほか関係職員 

長岡市社会福祉協議会事務局長 

５ 欠席者名 小山委員 

６ 議題 

（１） パブリックコメントの結果について 

（２） 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）につ

いて 

（３） その他 

７ 審議の内容 

発言者 議 事 内 容 

福祉総務課企画係長 

 

 

 

皆様、本日は年度末のお忙しいところ、お集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。今年度の締めくくりとなります第４回

長岡市高齢者保健福祉推進会議を開会いたします。 
会議に先立ちまして、１つご報告がございます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉総務課企画係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

新聞報道等でご存じの方もおられると思いますが、高齢者総合ケ

アセンターこぶし園の総合施設長で、当会議の委員を務めていただ

いておりました小山剛さんが、３月 13日にご逝去されました。 
ご冥福をお祈り申し上げます。 
 
ただ今、お話のあったように、私どもも突然の訃報に接したわけ

ですけれども、小山剛さんは介護保険制度の始まる 2000 年、その

以前の新ゴールドプランが推進されていたころからずっと、委員を

されてこられました。特養をもっと地域の中に、住み慣れた地域の

中での介護を受けられるように、というかたちを推し進めていこう

というのが、大きい特徴でございました。 
この介護保険制度、高齢福祉等について、本当に造詣の深い方で、

いろいろなご意見をいただいたり、それをまた実践され、まとめて

られてきたわけでございます。 
先ほどお話ししました介護保険制度ができて、15 年、いま６期

を進めようとしてるわけでございますけれども、私どものこの委員

会の一メンバーでもございました。皆さんとともに感謝し、ご冥福

をお祈りしたいと思います。ありがとうございました。 
 
それでは、これより会議を始めたいと思います。 
まず、資料の確認をさせていただきます。 
事前にお送りした資料として、 
・次第 
・資料№１ パブリックコメントの結果について 
・資料№２ 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) 

 
また、本日配付いたしました資料として、 

・委員名簿 

・本日の配席図 

をお配りしております。 

以上ですが、お手元にない方はいらっしゃいませんでしょうか。 

それでは、本日の議題に入りますので、委員長の進行でお願いし

ます。 

 

それでは、議題に入る前に会議の傍聴について確認したいと思い

ます。本日、傍聴希望者がいらっしゃいますが、委員の皆様、傍聴
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福祉総務課長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉総務課長 

 

 

 

 

 

介護保険課長 

を許可してもよろしいでしょうか。 

承認をいただきましたので、傍聴を許可いたします。 

 

 それでは、議題に入ります。 

 今日は「（１）パブリックコメントの結果について」と「（２）第

６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について」の２つ

でございますので、よろしくどうぞお願いします。 

 それでは、議題「（１）パブリックコメントの結果について」、事

務局の方からよろしくお願いします。 

 

 皆さんごめんください。 

これからパブリックコメントの結果について御説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。それでは、資料№１をご覧いた

だければと思います。 

 

 （資料№１に沿って説明） 

 

 ただ今、事務局のほうからパブリックコメントを１月９日から２

月９日までの１か月間、いろいろな媒体で市民の皆様に広報したわ

けでございます。今回は皆様、中身について「なるほど」となった

のでしょうか、意見がなかったということですけれども、委員の皆

様の方からはいかがでしょうか。 

 特によろしいでしょうか。それでは、次の議題で皆様のご意見を

うかがいたいと思います。 

 

 それでは、議題「（２）第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画(案)について」、事務局の方から説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

 それでは、第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)

について、私と介護保険課長からそれぞれ分担してご説明させてい

ただければと思います。 

 

 （資料№１に沿って説明） 

 

 それでは、第４章の説明をさせていただきます。 
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福祉総務課長 

 

 

 

委員長 
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 （資料№１に沿って説明） 

 

 101 ページをお開きください。 

 

 （資料№１に沿って説明） 

 

はい。ありがとうございます。 

前もって資料を送っていただきましたし、今までずっと同じよう

な形で見ている計画ですけれども、167 ページにわたる膨大な資料

でございます。 

ただ今の説明に対しまして、皆様からの質問やご意見などはいかが

でしょうか。 

 

全体的としては、非常によくできているという印象をもっており

ます。ただ、細かいところで介護と関係なく、報告書として２点ほ

どございます。 

１つは 59 ページで説明いただいたところなのですが、前回の第

５期計画も同じ表記をしているので、そのときも委員だったので私

の責任もあるのかなという気もするのですが、表の中に「平成 24

年から 26 年度伸び率」という表頭があります。ですが、これは正

しく言うと、平成 24 年度を 100 としたときの平成 26 年度の指数で

すよね。 

伸び率というと、普通の定義式で言うと、 

（〔26年度実績〕－〔24年度実績〕）／〔24年度実績〕×100 

ですから、▲2.7％くらいにならないといけないので、この書き

方が一般的で通っているというのならいいのですが、数学とか統計

をやる人から見ると、違和感があるかなという気がしています。 

これは直してほしいというわけではなく、検討していただきた

い、というのが１点。 

それから 146 ページのアンケート調査のところですが、グラフの

中に、「無回答 Ａ票：36 、Ｂ票：43 、Ｃ票：40」とあるのですが、

どれがＡ票でどれがＢ票でどれがＣ票であるかが、前の方に書いて

いないんですね。なので、ここはきちんと入れておいていただきた

いと思います。 

私の方からは、以上の２点です。 
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委員長 

 

福祉総務課長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

事務局からは、何かありますか。 

 

２つ併せてご回答させていただきますが、委員のおっしゃるとお

りでございます。１点目の部分については検討させていただきます

し、２点目の部分については、これだけでは分かりませんので、ど

れがどの票であるかを入れさせていただきたいと思います。 

 

そのほか、いかがでしょうか。 

先ほど、認定率が上がっていく傾向にもあるのではないか、とい

うようなことがございましたけれども、それは数字的に押さえてい

たんですけれども、今後、介護予防も前期くらいから進めておりま

すし、より進めていこうということがこの中でも表されておりま

す。ただ、介護予防事業だけではなく、そのほかの社会参加、ある

いは健康づくりのところも、全体的にも見て介護予防にもつながる

のではなかろうかなというふうに感じております。認定率もこうな

っているわけですけれども、より介護予防も幅広くとらえていく必

要があるのではないかなと思いながら、読まさせていただきまし

た。 

 

基本的には、毎回同じような感じをもつのですけれども、いろい

ろな要望に対して全部答えようとするために、濃淡がなかなか付き

にくくて、どれもこれも少しずつやるという、これは宿命だから仕

方がないんだけれど、その時代その時代に合わせて要求が違ってく

るのと、支えきれない時代がすぐ来るっていうことを考えると、ど

こに重点を置くか。これは長岡市だけでは決められないことなの

で、国と歩調を合わせてどこかに重点を置くという方向にいかない

と、パンクする危険性があるので、今後はどこに重点を置くかとい

うことをやっていく必要があるのかなという印象です。 

 

ありがとうございます。 

 

単純な、素朴な疑問で申し訳ないんですけれども、地図は分かり

やすくていいですね。これを拝見しますと、真っ赤なところは認定

者の数が多いということですが、まちなかに集中しているんです

ね。単純にどうしてそうなるのかな、と思ったんですけれども。 
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福祉総務課長 
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委員 

 

まちなかが高齢者の数が多い、イコール高齢化率が高いのか。郊

外は川西、山古志あたり非常に高いと聞いていますが、どういった

背景があるのかなと感じました。 

 

一般論としては、若手は郊外に家を造ってというのがあります

が、まちなかは人口密度も高いですし、ご高齢の方も一定の割合で

いらっしゃるということの証左だと思います。 

 

10 年前の話になりますけれども、震災がございまして、そのと

き山古志の皆さんが仮設住宅に入られて、震災前の認定率は非常に

低かったんですけれども、反対に仮設住宅に入られて、そのとき「生

活活発」というような言葉を先生がお話しされて、いわゆる反対に

言えば「生活不活発」で簡単に戻らないから、認定率が上がってし

まったということを知ったことがあるわけなんですけれども。 

そのほか、皆様いかがでしょうか。 

 

すみません、今のはちょっと誤解があると思うんですけど、４ペ

ージに高齢人口と高齢化率とあって、149 ページのマップを見ると

人口がゼロのところは白く出るんですよね。高齢者人口の多さがこ

こに表れているだけで、このことが高齢化率が高い地域だというこ

とには必ずしもならないと思うんです。だから、もし高齢化率を議

論するのであれば、高齢化率のマップをつくるべきだと思うんです

けれども、そこは誤解をしない方がいいのではないかと思います。 

福祉総務課長の説明はそういう説明だったと思うんですが、明確

に言っていなかったので、補足しました。 

 

委員のご指摘のとおりではないかなと感じています。この地図は

500ｍ四方に何人いるかというものでありますから、小国、川口、

山古志、寺泊あたりを見ますと、500ｍ四方に住んでいる人がきわ

めて少ないから、認定者数が 100 人を超えるというところはほとん

どいないということで、その辺からうまくカバーできるようにして

いただいた方がもっと分かりやすくなる、そんな気がしておりま

す。 

 

今の件なんですけれども、実際の介護を受けられる、または介護

が必要な方という点で見ると、数の方が比率より大事だと思うんで
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すね。その地域にどれだけマンパワーが必要だとか、介護力が必要

かとか。そうするとこの方が、分かりやすいんじゃないかと。 

介護率というのは、率にすると、１人住んでいてその人が介護が

必要だとすると 100％になってしまう。この方がいいんじゃないか

なって感じます。 

 

地図のところにある程度、添え書きというか、コメントや見方が

書かれていればいいのかなと思いますけれども。 

 

先ほどの説明で口腔機能の話がありましたが、私も最近いろいろ

なところで、口腔機能が健康づくりに大切なんだということを介護

サービスの中でも行われておりますけれども、御意見をいただけま

すか。 

 

口腔機能の健康について触れていただいたことは、非常に重要で

すし、ありがたいと思っております。特に近年、マスコミ等からも

取り上げられていますけれども、ＱＯＬ、生活の質の向上とか、認

知症予防、心筋梗塞、糖尿病の予防などが、口腔ケアから入ってい

くと、非常に向上が見込まれることも明確になってきています。そ

ういった意味では介護とか高齢者とかいろいろなものを考えると

きに、口腔ケアを併せて、場合によっては口腔ケアを重要視してい

きながら、意識していきながら計画に盛り込んでいくというのは非

常に大切だと思いますので、今回盛り込んでいただいて、非常に良

いことだと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

私も地図の方で、まちなかの方は高齢化率がずいぶん高くなって

いるんだなって思いましたが、先ほどの説明でよく分かりました。 

ありがとうございました。 

 

私たちの会は会員が 30 名近くなるんですけれども、本当に高齢

化してきているんです。70 歳、80歳で後期高齢者の会員に多くて、

亡くなった方も何人かいらっしゃいます。そのような中で、介護保

険はあのように、これはこのようにやるといろいろ載っているんで

すけれども、じゃあ私たちが具体的に利用者としてどのように使っ
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ていったらいいのか。やはり身近なものになっていっていないんで

すよ。まだ必要ないとか、どうやったら使えるかとか、みんな話を

しているんです。それで、今度新たに第６期の計画が策定されて、

みんなで一からまた勉強し直そうということを言っています。 

それから、今回またいろいろなデータが出ているんですけれど

も、じゃあ具体的にはどうなのかということをみんなでまた学んで

いきたいと思っております。 

あと、また認知症ケアパスの策定ということで、58 ページに出

ていますけれども、認知症サポーターのようなものになるのか、ど

んな形になっていくのかを期待していますので、よろしくお願いい

たします。 

 

58 ページの認知症ケアパスの策定、認知症についてはテレビな

どでも非常に大きく取り上げられているように、誰でもなる可能性

はあるので、予防に力を入れていきたいと思っています。ケアパス

はどちらかというと、認知症になった方を今後どのような段階で、

どういうようなケアがあるかというような部分を整理していくと

いう形になろうかと思います。これについても新オレンジプランの

中でも義務付けられておりますし、長岡市の方でもそれを見据えな

がら今の資源をいろいろと整理しまして、ケアパスの方につなげて

いきたいと考えております。 

そのほかにも、27 年度から認知症初期集中支援チームを立ち上

げまして、認知症の方がなるべく初期の段階から、いろいろな医療、

福祉のサービスに早いうちにつなげていける部分の取組。それから

認知症カフェ、認知症の方、それから介護している家族の人が気軽

に行って相談できたり、コミュニケーションがとれたりというよう

な場を作っていきたいと思っております。 

 

先ほどの補足というか、要望なんですが、118 ページのところに

口腔機能の現状と今後の方向の中に組み入れていただいたと思う

んですが、正確に私たちの見解を申し上げますと、ここに書いてあ

る現状と課題の上から６行目のところですが、「歯周疾患健診は歯

の喪失予防等を目的に実施しています」と。これを読むと歯がなく

ならないように歯周疾患健診をしましょうというふうな形がメイ

ンになって書いてあると思います。先ほど私がコメントさせていた

だいたように、今どちらかというとメインの目的は、もちろん歯の
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喪失予防もありますけれども、もう一つは健康の質の向上というこ

ともありますので、そこの文言は、特に最近はだいたいそれを併せ

て書いてありますので、歯がなくならないように歯周病健診をする

んだというか、健康増進のために、歯がなくならなくても糖尿病と

か心筋梗塞の原因となりますので、そういう意味ではそこを併せて

書いていただいた方がよろしいかと思います。 

あとは今後の方向のところも同じで、今後の方向の一番最後のと

ころに、「また新たに後期高齢者に口腔機能健診を行い、低栄養や

誤嚥性肺炎等の予防」というのはそのとおりなんですけれども、高

い健康の質の維持、増進を図りますとか、そんなふうな書き方の方

が、現状に則しているのではないでしょうか。 

 

貴重なご指摘ありがとうございました。しっかり検討させていた

だきます。 

 

ありがとうございます。それから先ほどの相談というか、頭の中

では分かっているけれども、現実的に利用しようすると、という点

ですね。こういう場合はどこに相談するといいんでしょうか。 

 

高齢者のことにつきましては、まずは地域にあります地域包括支

援センターでご相談いただきたいと思います。そこを通じていろい

ろな関係機関と連携して対応させていただきたいと思います。 

私どもとしては、地域包括支援センターが地域の窓口という形の

中で、いろいろなご相談をしていただきたいと思います。 

 

私たちのグループの中でも、とにかく第一歩は地域包括支援セン

ターだよという話はよくするんですけれども、地域包括支援センタ

ーに直接電話を入れても、なかなかワンストップでいかないとい

か、そういう部分がありますので、運営についてより幅広く、なか

なか人員が少ないんでしょうかね。担当がいない、担当はこの人だ

から、というのが現実あるんです。そういうことで、もっと地域包

括支援センターは人数を多くして、地域の中に密着した動きができ

るような形にもっていっていただけるとありがたいと思います。正

直、地域包括支援センターについては利用してそう思っていまし

た。 
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地域包括支援センターには今 47 人程度おりまして、配置基準も

つくりましたので、確かにいろんな意味で、地域包括支援センター

の人員はあちこち出て、直接地域の方のところを回っておりますの

で、センターでじっとしているわけではありませんので、電話した

ときに担当がいなかったということがあると思います。市としまし

ては、そのほかにも出前講座とかいろんな意味で私どもの介護予防

の教室の紹介とか、いろんなこともできますので、要望があれば声

をかけてください。 

 

現在、市内 11か所に地域包括支援センターがありますけれども、

昼は 12 時半頃帰ってきたり、またすぐに出かけたり、また電話が

かかってきてすぐに出向いたりしております。 

また最近、連携というような言葉もございますし、福祉に関する

地域委員、民生委員もあります。まずそこで困ったことや実はこう

なんだということを伝えれば、どこに連絡するのが一番いいかとい

うことが出てくるでしょうし、地域の中に福祉施設等があったりす

るので、そこで解決できるのか、また今日も各団体からお見えでご

ざいますし、皆さんの中にも意識して連携をとっていくのも一つか

と。 

 

そうですね。忙しいでしょうけど、地域で民生委員とか、個人情

報保護法などいろいろな問題があって、個人の名前が出せないと

か、そういう問題が今、実際あるんですよね。その辺り、民生委員

と地域包括が連携をとって進めていけると、より良いのかなと。と

にかく、いつもどこかでストップしてしまうんじゃないかと、いろ

いろあるので仕方ないと思うんですけれども。 

 

そこで、「その件はこっちにもっていくといいですよ」というよ

うな形でお話が出るのかもしれませんね。中島の地域包括支援セン

ターでは、民生委員さんも一緒になって来られたりして、民生委員

さんがつなぐような感じになっていますけれども、皆さんが同じよ

うに意識してやって、福祉に関係するお話があったとき、そこに結

びつけるような形というのが良いのではないでしょうか。 

 

今、認知症の方を含む高齢者の件なんですけれども、特にこの

56 ページに見守りのネットワークというものがありますね。今、
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皆様方が言っておられますが、地域包括支援センターとかそういっ

た関係の団体を含めて総合的にやっていこうというお話、これはも

っともだなということで感じております。 

今、私が皆様方にお話ししたいと思っておりますのは、私の所属

する町内では、町内会が主体となって、地域に住んでいる高齢者の

見守り活動を行っているということがあるんです。どういうことか

と言いますと、町内会で毎月１回または２回くらいお茶飲みサーク

ルというものをつくりまして、そこに町内の高齢者の方に来てもら

って、それに合わせて民生委員の方も地域包括支援センターの方

も、それから大島のサポートセンター、千秋のサポートセンターの

方が、いろいろテーマに応じて集まってもらって、そこで高齢者に

必要なことを高齢者とともに学んでいく、あるいは運動する。そう

することによって、たとえば認知症のサポーター研修などは何回も

やっておりますし、あるいは救急医療の問題だとか、それから介護

保険は非常に分かりにくいので、介護保険の基礎的な知識というこ

とで、講義をやっています。 

高齢者の場合は、人との交わりと適度な運動というのが予防にと

っては非常に大事だと思いますし、特に町内会という単位ですと、

お互いに隣近所、知り合いの方ですとか、いろいろ集まってきて、

しかも公民館という非常に近いところに皆さんが集まってきて、そ

こにいろいろな専門家の方たちがテーマに応じて集まってもらえ

る。当然そこに町内会の役員の方とか、お茶飲みサロンを支えてい

く運営委員の方とかが集まるんで、そういった人たちが集まってだ

いたい 30 人くらいが毎回活動を行っていく。そういった町内会と

いうものを活用しながら、町内会といってもピンからキリまであり

ますが、そういうようなことができる町内会もあればできない町内

会もあるかもしれませんが、少なくとも長岡市の中において一番末

端の行政機関とは言いませんが、末端で地域の方と関わりがある機

関としては、町内会は非常に便利な所だと思うんですね。そういっ

た町内会などを活用しながら、もっともっと高齢者に集まってもら

って、そこに必要な知識だとか、あるいは適度な運動だとか、それ

から交わりですね、そういったものを普及していく。そういったも

のも見守りのネットワークとして、これから大事ではないだろうか

と。特に、長岡市の場合は町内会はたくさんありますので、そうい

う最小の単位の人たちが各々自分たちのできることを、他人の協力

を借りながら活動していって、そして地域の高齢者たちの見守りを
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築いていくということを具体的なこととして推進できるよう提案

したいと思っております。 

 

今、委員からお話しいただいたことについては、私どももそう願

っております。今回 27年度からはつらつ広場ということで市内 30

か所で、今言われたようなお茶飲みをしながらいろいろな活動がで

きる場をつくっていきたいと思って、そこに運営の資金を出しなが

ら、より活発にやっていただきたいということで、私どもは始めた

いと思っております。 

実際には、社協さんが進めたサロンもありますし、いろいろな活

動が進められていますけれども、高齢者がいつでも行ける場という

ような部分を広めていきながら、介護予防である程度良くなった方

もまだそちらに参加できるという場を目指していきたいと思って

おります。 

 

それは多少、補助金のようなものも出るんですか。 

 

今回、市内 30 か所で行う部分については、実際に活発にされて

いる団体を高齢者センターと支所に推薦していただいて、今年度は

始めていきたいと思います。 

来年度以降は、それを増やしながら、早いうちに地域でできる場

をより多くつくっていきたいと思っております。 

 

今、委員からご提案があったことは、私どもも非常に大事なこと

と思っておりまして、来年度 30 か所というのは、モデル的にやっ

てみようということで 30 か所なんです。できれば、私どもは 100

か所でも 200 か所でも、町内会は旧長岡市内だけでも 600 はござい

ますので、できれば 600 か所とか 1,000 か所とか、高齢者の方が歩

いて通える範囲の公民館とかあるいは空き家とかもあるかもしま

せん。送迎がついて、しつらえられた場所に行ってというのは、そ

の先のサービスが必要な方については、そのようにやっています

が、そうではなくて、まだ自宅で、でもお一人だとか、不安だとか、

あるいはもう少し運動すれば回復するんじゃないかというような

方々を、元気な地域の方が世話役になっていただいて、ちょっと気

になる高齢者の方に声かけしていただいて、できれば月１回と言わ

ず週１回で、運動の効果もありますので、何度かお茶飲みをしても
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らったり、その中で毎週できれば変わった情報が得られる。単にお

茶飲みだけですと、俺はもういいや、という話になりかねないので、

その辺りが工夫のしどころですので、そういう意味ではそれを担っ

ていただく方には、市としては薄謝ではございますが、社会的に大

事な仕事なんですということで、認めさせていただいて、ですので

張り合いがあるというくらいの謝礼とお茶代と茶菓子代で、地域ご

とに運営をしていただいてと思っております。 

見守りは二重でも三重でも、いろいろなネットワークで多層的で

あればあるほど、安心感が高まりますので、民生委員さんもいらっ

しゃりますし、地域包括支援センターもありますが、ただしそうい

った職務でやっていらっしゃる方以外にも、地域の中でただのボラ

ンティアではなく、公的といいますか、町内での役割という感があ

った方が、より張り合いがあるといいますか、そういうところの課

題も含めて、地域に浸透していくと、それはすごくいいなと思って

おります。 

委員は、すでに実践されているということですので、ぜひまた地

元の活動を詳しく聞かせていただいて、モデルとして参考にさせて

いただきたいと思いますので、併せてよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

私、川口在住なんですが、昨日も行ってきたんですけど、私たち

はそういう気持ちで始めたんじゃないんですけれども、地域包括支

援センターさんが来まして、来年度から始まるので申請しませんか

という話があって、申請しました。 

地域包括支援センターさんが、私たち毎週水曜日にラジオ体操と

ちょっとした体操をするんです。それだけではメニューがないの

で、いろいろなことを考えてみんなで自主的にやっているんですけ

れども、そこに来る人が水曜日に来て、もう一つが火曜日なので、

週２回あるそれが、ひとり暮らしの人たちはすごく楽しみで、長い

時間じゃない、縛られるんじゃない、実は使っている所はお金もい

らないんですよ。それで、市役所の方から補助が出るって言われた

んですけど、補助が出ると計画書とかいろいろあるんですよ。実は

そういうことが動くと、役員さんになる人はいろんなことがあるの

で、本当はそんなことをしなくても見守ってくれるような行政であ

ってもいいんじゃないかというような気もしました。昔はそんな行

政じゃなくて、保育所へ行った後に石垣に腰を下ろしてみんなでし
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社会福祉協議会事務

局長 

 

 

 

 

 

 

ゃべっている、それがすごく年寄りは楽しかったのに、今はそうい

う場所すら。仲間もみんなちょっと悪ければ、若い人は介護度が何

度になればどうとか、介護度が上がっていけば悪影響、親を収めさ

せられるとか、そんなところへ行かなくても、結構まだそういう人

が地域の場所にいて、帰ってくる子どもたちに声をかけたり、そう

いう場所がなくなりつつある、仲間がいなくなりつつあるというこ

とで私たちは始めました。 

さっきおっしゃったんですけれども、地域包括支援センターの人

がラジオ体操のビデオを持ってきてくれて、「はい、ここまで私た

ちですよ、あとは自由にしてください」とラジオ体操の指導をして

くれたり。それはやっぱり遠くから来てくれる人じゃなくて、その

場所に歩ける程度の近所がいいって委員がおっしゃいましたよね。

あっちの方からバスに乗ってくるとかそういうのじゃなくて、この

前私たちが最後に言った言葉は、ここの同級生があおりの里へ行っ

て、「あの時は、一緒だったね」と言って同窓会みたいにして、す

ぐにコロリ。それぐらいの気持ちで今を楽しく生きる人たちの場

所、そういう支援、介護のお世話にならない人の動きが、これから

は大切になってくるんじゃないかと、この話を聞きながら、本当は

今、世話になっている人たちのやりくりも大切ですが、そうじゃな

い人たちをどういうふうに気持ち良く地域に生きていらっしゃる

というか、活動していらっしゃるというか、そんなおおげさなこと

を行政はしてくれなくていいんです。ちゃんとその利用する人たち

が地域包括支援センターに頼みに行く、民生委員じゃなくても、切

り絵をしてくれる人にちょっとボランティアで来てくれと言えば

ほいほい来ます。お金をもらわなくてもそういう感じで動かれる、

程度の高くない福祉というもの大事じゃないかと私は思っており

ます。 

 

先ほど委員から町内会で見守り活動をやったらどうかというお

話は、まったく大事なことだと思います。なぜかというと、認知症

の方とかあの人は様子がおかしいとか、ちょっと見守りが必要だと

か、隣近所が一番よく分かるんですよね。地元の町内が一番よく分

かるんです。それから、町内会長のところに一番情報が集まると思

うんですよ。民生委員さんもそうなんですが、担当が非常に広いの

で、なかなか大変だと思うんです。町内会と民生委員さんが協力し

ていただいて、ということで、今、社会福祉協議会が進めているの
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は、地域の中で地区ごとに小地域見守りネットワークということ

で、見守りが必要な方を元気な方が見守っていただく、１人の人に

対して３人、４人で見守っていく見守りを行うということで、やっ

ていただいております。 

市が各地区ごとにコミュニティセンターをつくって、地域の活動

拠点ですよということでそれを使って、集まる場所をつくっていく

わけですので、そういうところを活用して関係者が集まって、地域

の情報をお互い共有し、そこからその方に対して何が必要かという

ことをしっかりと考えていただいて、もちろん行政も社会福祉協議

会も関係機関も全部協力をしていくわけですので、関係のところに

つないでいただいて、一緒に考える機会をつくっていただければと

思っています。 

地域包括支援センターでは地域ケア会議ということで、関係者が

全部集まっていただいて、そういう一人ひとりの方にどうしたらい

いかということで検討を続けていただいております。 

個人情報の問題があるので、なかなか人のことが言えない、隣の

ことも立ち入れないというようなことがあるんですが、もう人のこ

とだと言っていられないんですよ。なぜならば今、全国で火災がも

のすごく起きています。認知症の方であれば火を付けたけど消し忘

れるとか、高齢者世帯、高齢者と障害者の世帯とか、そういう世帯

で非常に火災が発生しています。ですので、火が出れば隣近所や自

分の家ももらい火するかもしれないわけですよね。関係ないと言っ

ていられないことを、これから高齢化が進めば進むほどそういうこ

とになりますので、町内会は任意の団体なので、こちらから何かを

してくださいということは言えないんですけれども、お話しをして

協力いただいて、進めていければいいのかなと思っております。 

ただ、町内会によっては、「これは町内会の仕事ではありません」

というところもあったりして、時間をかけてお願いしていかなけれ

ばならないと思っております。 

 

はい、どうぞ。 

 

今、社会福祉協議会の事務局長さんがお話しされましたけれど

も、私は社会福祉協議会がこれからの地域福祉の要だと思うんで

す。皆さんご存知ですか、社会福祉協議会の在宅三本柱って。ボラ

ンティア銀行、小地域ネットワーク、食事サービス。それこそ各地
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で月に何回か食事サービスは社会福祉協議会がやっているんです。 

そういうように、地域の中に入って、行政は茶の間のようなもの

があるかもしれませんけれども、社会福祉協議会は何十年も前から

そういうことをやっているんです。だから、ぜひ地域福祉の要とし

て、地域のためにどんどん入ってきていただいて、私たちと一緒に

手を携えてやっていけたら、本当に地域福祉が広がっていくのでは

ないかと思っております。 

 

はい。ありがとうございます。私も社会福祉協議会の者ですが、

先ほどのお話を聞いていて、地域の中でのふれあい食事サービスも

あるし、いろいろあるんですけれども、地域の茶の間が市内全部で、

小国、栃尾、川口を含めて茶の間というのが 240、250 ほどあるん

です。そのように活動していて、PR というか勧誘の仕方というか

が悪かったかなというふうにも思っておりますし、今の各委員のお

話を全部つなげて地域の中でできる居場所づくり、そしてそこから

地域の中で、健康のこともありますし、介護保険のことをもう少し

知りたいとか、病気のこともあるかもしれませんし、先ほどの口腔

ケアが大切なんですよというような部分もあったりしますので、い

ろいろなところがやっているものがあるのをお互いに再認識しな

がら、それが一つの横串でいけるかく計画になっている部分がござ

いますので、そこからより充実させていったらいいのではなかろう

かと思っております。 

 

地図のところでお聞きしたいことがあって、認定者数の分布があ

って、三角印が介護サービス基盤ということで事業所の位置が載っ

ていますが、この基盤の過不足というか、全体的な特徴があれば、

お聞きしたいなと思います。エリアによっては不足しているところ

があるとか、全体的な傾向といいますか。 

 

先ほどの話でもありましたが、やはり中央部が認定者の方が多

く、なかなか立地場所が少ないという関係からすると、施設数が少

なめかなということが見えるというふうに言えます。ほかにも細か

く言えばいろいろなことが挙げられると思いますが、大きくはその

ようなことが言えるかなと思います。 

 

これだけ色的にはかなり緑の所が広がっている状況がある中で、
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ここがやはり困った状況というかそういう意味合いの所があれば

聞かせてください。 

 

これはサービスのあり方を検討する一つのデータとしても見て

おりまして、人口密度が低い所では当然サービスの距離が薄くなる

わけですよね。そうすると事業所の形態もどうあったらいいかと。

まちなかの住宅が近接するところで効率的にサービスが提供でき

る所と、そうではない中山間地などにおいては住宅が偏在している

所でもそこには利用者がいらっしゃるわけですので、そういった所

でサービスを提供する形態はどういった形がいいのかを、やはり地

域的に違うというのを、ある意味当然の話なのですが、それは長岡

地域全体で見る一つ見方として見ております。それと併せて、各生

活圏域で現有のサービスと第６期の３か年で整備される介護サー

ビス基盤をマップの中で見てバランスを見ながら、どこかの地域に

偏るようなことがないようにというためのデータとしても活用し

たものですので、事業者の方も活用できるものだと思いますので、

参考資料として載せております。 

 

ありがとうございます。それから、先ほど地域包括支援センター

の話がありましたが、地域包括支援センターという名前が市民の皆

さんは分からない。そのネーミング自体が、何だろうというような

ところがあるのかなと、いつも思っていて、以前は在宅介護センタ

ーということで「介護」という言葉が入っていましたが、制度上そ

ういう名前なんでしょうけれども、もっと市民の皆さんになじむよ

うなネーミングがあると良いのになと思いました。 

 

検討させていただきたいと思います。 

 

厚生労働省がこういう名前を付けられたんですよね。 

 

法律の中にそのように書かれておりますが、各地ではいろいろな

名称で呼んでいる所もありますので、いい案があれば教えていただ

ければと思います。 

 

私は今、町内会長も兼務しているんですけれども、ひとり暮らし

の家庭と介護を必要としている高齢者の世帯に、役員から１人ずつ
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配置をして朝晩のあいさつとか見守りとかそういう役割をしても

らっているんですが、なかなか機能しているという状態ではないん

ですけれども、やっています。担当を決めなればいけない人の中で

一番困っているのが、奥さんが倒れて旦那さんが介護している家庭

があるのですが、これが結構長い年月が経ちまして、精神的にも肉

体的にも、おそらく金銭的にも困っているんでしょうけれども、私

ども担当を決めているんですけれども、結局本人に言えるのは、「何

か困ったことがあれば相談してくださいよ」「何か手助け必要です

か」という程度なんですけれども、計画の中には在宅介護手当とい

うのが出てきますよね。今までも若干は出ていると思うんですけれ

ども、これは今までのものより、グレードアップしたものになる予

定なんでしょうか。 

それからもう一点、高齢者だけが集まるのもやっています。残念

ながら女性だけなんですけれども、月に一回地域の集会所に集まっ

て、わいわいやっています。何人かが、もっといろいろな話を聞く

ものにした方がいいんじゃないのという話をするんですけれども、

今のままの気楽なものがいいと進んでいないんですけれども、それ

は先ほどお話がありましたように、気持ちよく集まってもらえる場

所の方がいいのかなと思ってそのままにしておきますけれども、で

きればこれからいろいろな話を聞くようなものに引き上げていき

たいと思っております。そんなことをやっているところです。 

 

委員がおっしゃられた介護者への支援ですけれども、私どもは介

護者への支援金をまず介護をされている方にお渡ししております。

そのほかに介護者の方が非常に苦労されるという部分もあります

ので、いろいろな形で支援をしたいというなかで、介護者への研修

会という形でお誘いをして、より介護を楽にやれるような方法と

か、あるいは介護者の方が気晴らしになるようなことも含めて、市

内いろいろな箇所で年間 24 回くらい開催しておりまして、１回あ

たり 15 人くらいの方に出てきてもらっていただくような形で行っ

ています。いろいろな地域でやりますので、いろいろな内容でやり

ますので、状況に応じたところにぜひ行っていただいて、支援金だ

けだと気晴らしもできませんので、そういう機会を使っていただい

て、いろいろな研修を受けたり、気晴らしをされたりということを

お願いしたいと思います。 
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ありがとうございます。まだまだ皆さんの意見もあろうかと思い

ますが、予定の時間となりましたので、この第６期高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画（案）ということで、先ほど要望や意見、

それから検討をするというところもあったかと思いますが、それを

踏まえて事務局はよろしくお願いします。 

では、議題（２）は終えたいと思いますが、議題「（３）その他」

は、事務局の方からありますか。 

 

ありません。 

 

それでは、計画（案）につきましては、委員長責任で事務局と最

終調整をして計画書としてまとめあげていきたいと思いますが、そ

れでよろしいでしょうか。 

皆様からいただいたご意見を入れながら、まとめていきたいと思

います。ありがとうございました。 

では、進行を事務局へお返しします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、閉会にあたりまして、福祉保健部長よりご挨拶申し上

げます。 

 

改めまして、本日はどうもありがとうございました。 

この一年間、４回にわたりまして、皆様お忙しいなかお出でいた

だきまして、今日最終日もいろいろなご意見をいただいて、また前

向きな話題も出ましたので、ぜひ私ども市としましてもこの計画に

基づいて、介護サービスをきちんと充実させるとともに、地域で福

祉を支えると、地域を支えるということを、さらに私ども市として

もその視点をこの度の計画の中でも織り込んだつもりでおります

ので、ぜひとも各地域でいろいろな自発的な活動が出ますように、

よろしくお願いしたいと思います。 

この 10 年くらいで高齢者の絶対数が増えてくる、長岡市におい

てもそういう状況でございますが、また元気な高齢者も同様に増え

てくるというように考えますと、社会を支えていく高齢者の大きな

力ということもありますので、多世代にわたりまして健康づくりを

やったり、そういうことによって街全体が高齢化をしていてもそこ

から活力が生み出される。そんなふうなイメージをもてればなと思
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っております。 

ぜひまた、今後とも各お立場で私どもの政策にご協力いただく部

分があるかと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思い

ます。 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

計画書につきましては、今ほども委員長からお話しいただきまし

たが、最終調整と「てにをは」の修正等を行いまして、冊子の形に

製本して皆様のところへお届けしたいと思っております。４月中に

はお届けできるかと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

また、本日の会議の議事録につきましてもご送付させていただく

とともに、お名前を伏せた形で長岡市のホームページにも掲載させ

ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、皆様ありがとうございました。これで閉会とさせて

いただきます。 
 

８ 会議資料   別添のとおり 

 
 


